


仕 様 書

１ 品名及び数量

のぼり旗（旗部のみ）（100 枚）

２ 仕様及び機能

３ デザイン

・別図（別紙）のとおり

・カラー印刷（４色印刷）、片面刷り

・図案はＰＤＦ形式のデータを媒体渡しするので、印刷用完全データを作成の上、原稿を作成する

こと。

４ その他事項

① 運搬・発送費用、原稿作成費、版代等、納入に係る全ての経費は受注者の負担とする。

② デザイン校正は２回とする。

③ 採用された者は、速やかに、実務につき７の担当課と打合せを行うこと。

④ この仕様書に定めのない事項については７及び８の担当課と協議の上決定すること。

⑤ 本業務により作成した成果物の著作権は静岡県に帰属する。作成したデータは電子媒体により成

果物と併せ納入すること。

５ 納入場所

静岡市葵区追手町９番６号 西館６階

静岡県 くらし・環境部 県民生活局 くらし交通安全課

６ 納入期限

令和８年３月６日（金）

７ 問合せ先（仕様及び納入に関すること）

静岡県 くらし・環境部 県民生活局 くらし交通安全課

担当：中村 電話番号：054-221-3715

サイズ 旗 部：縦 1500mm×横 450 ㎜

材 質 旗 部：ポリエステル（エコポンジ）

印刷方法 インクジェット印刷

縫 製 端部三巻縫製、ポール取付部チチ仕様

環境仕様

静岡県環境物品等の調達に関する基本方針「20 その他の繊維製品」

「旗・のぼり・幕」に適合すること（条件を満たすことを証する書類

（別紙誓約書）を見積書に添付すること）。
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８ 見積書提出先及び問合せ先（契約に関すること）

静岡市葵区追手町 9－6 静岡県出納局用度課物品班

担当：清水 電話番号：054-221-2125

９ 見積書提出期限

令和８年１月 13日(火)午後５時まで

（以上）

（参考）静岡県環境物品等の調達に関する基本方針「20 その他の繊維製品」「旗・のぼり・幕」

判断基準

○使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊

維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

①再生 PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 25%以上使用されてい
ること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が 50%未満の場合は、再生 PET
樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上、かつ、ポリエステル繊
維重量比で 50%以上使用されていること。
②再生 PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されてい
ること、かつ、製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあるこ

と。

③再生 PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以
上使用されていること。

④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比

で 25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 10%以上であること。
⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比

で 10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 4%以上であること。
さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
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（別紙）

静岡県知事 様

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称

氏 名

誓 約 書

下記物品につきまして、ご契約の節は「静岡県環境物品等の調達に関する基本方針」に適合するもの

を納入することを約束します。

記

１ 対象物品及び数量

見積番号 2801番 のぼり旗 100枚

以上


